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武満徹と〈日本的なもの〉――第二次世界大戦前後の日本音楽と西洋―― 

那須晴樹（東京大学） 

 

【要旨】 

武満徹（1930–1996）は20世紀に活躍した日本人作曲家のなかで、海外においても最も著名な

人物の一人である。15歳で第二次世界大戦の終戦を経験した武満は、日本的なものを否定するこ

とから彼のキャリアが始まったと回想している（武満1975）。しかし彼は19歳のときに、真に民

衆と共にある音楽は民族音楽にほかならないとして、日本の国民すべてに愛される音楽を産み出

すように努力すべきだとも主張している（武満1949）。一見すると齟齬が生じているこの二つの

発言を出発点として、本発表では日本人でありながら西洋音楽のフォーマットで創作活動をする

ことが武満に与えたディレンマ、西洋を希求する武満の作品や活動にかけられた〈日本的なも

の〉の呪縛について解明する。その際に武満自身が書き残したテクストのみならず彼の対談や、

さらに彼に先行する日本人作曲家の動向も参照することで、日本音楽史のなかに武満を位置付け

るという思想史的アプローチをここでは採用する。 

武満についての議論を展開するためには、その前提として明治時代に端を発する西洋音楽受容

史を踏まえることが肝要である。本発表の冒頭では主に1930年代以降に焦点を絞り、武満に大き

な影響を与えた清瀬保二(1900–1981)と早坂文雄(1914–1955)をはじめとする当時活躍した作曲家

の〈日本的なもの〉についての問題意識を分析する。清瀬は短期間ながら武満に作曲を教えてお

り、早坂は自身の映画音楽の仕事を武満に分け与えていたが、これらの交流を通して両者の思想

――原塁の表現を借りれば「美学」（原2022）――が武満に与えた影響を明らかにすることを目

指す。 

以上の内容に続けて、武満が作曲活動を通してどのように〈日本的なもの〉と対峙したのかと

いう問いに迫る。武満は清瀬と早坂を尊敬しつつも、ある点では彼らと訣別しようとしていた。

実験工房に所属していた時期に武満は独自の視座から〈日本的なもの〉の伝統を解釈し、彼の作

品に取り入れることを試みていた。その時に彼が着目したエッセンスのひとつが、西洋のものと

は異なる日本の時間感覚である。「間」という言葉でも表されるこの感覚を彼は〈日本的なも

の〉の美点として捉え、西洋に向けて日本文化をアピールする場においてもこの時間感覚を中心

的なテーマに据えていた。 

武満の音楽思想を理解するうえで重要なもう一つの鍵語が「激化」である。彼は西洋と日本とい

う異なる文化を音楽作品のうちに融合させるのではなく、むしろ文化どうしの対立を激化させるこ

とを望んでいた。西洋のオーケストラに琵琶と尺八という編成で演奏される《ノヴェンバー・ステ

ップス》（1967）もこの思想が体現された作品である。本発表では激化の思想を行動にも反映させ

たものの、最終的にはこの思想から距離を取ろうとするまでに至る武満の錯綜する言説に迫ってい

く。 
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ピエール・ブーレーズの初期セリー作品における音楽論の反映 

──作品分析から紐解かれる音楽哲学と方法論── 

山本真幸（東京藝術大学大学院） 

【要旨】 

20 世紀の作曲家であるブーレーズは、パリ音楽院にてメシアンやレイボヴィッツらに学んだのち、

複数の 12 音技法による作品を作曲した。また同時期に数多くの言説を残しており、ブーレーズがどの

ような音楽論をもとに作品を形成しているのかを解明する研究に大きな役割を果たすといえよう。そう

した研究の多くはいわば「言葉」のみからその意味を捉え、彼の作品への反映として解釈するというも

のである。しかし、ブーレーズが他者の（あるいは自身の）音楽から何を見出し自身の音楽論を築くに

至ったのか、あるいはパリ音楽院でどのような教育を受け、どう作品に触れてきたのか、その詳細を明

らかにすることで初めて、彼の「言葉」を理解したと言えるのではないか。このように彼が眼差しを向

けた作品を通して彼の言葉を紐解いていくことが、ブーレーズの音楽論を理解するにあたって必要なこ

とであると言える。 

本論文は、ブーレーズの受けた教育や、彼の残した言説から、そこで取り上げられた作品の分析を通

じてブーレーズの音楽論を読み解き、《フルートとピアノのためのソナチネ》でその実践を明らかにす

るものである。《フルートとピアノのためのソナチネ》はその音列操作の複雑さゆえに、包括的な作品

の分析は未だ行われていない。それを踏まえ、本研究ではその音列操作に着目し、ブーレーズの初期セ

リー作品における作曲の方法論を解き明かす。 

第１章では、レイボヴィッツの著作におけるシェーンベルク作品の分析を取り上げ、その綿密な音列

分析がブーレーズの 12 音技法による作品の作曲に影響を与えたと考察した。また、メシアンの著作か

らリズム語法を概観し、第３章への準備を行ったほか、ブーレーズの初期言説におけるメシアンのリズ

ム語法の影響を示した。 

第２章では、作品の素材と構成法の関連について、12 音技法の語法を古典的諸形式に当てはめたシ

ェーンベルクへの批判を《弦楽四重奏曲第４番》の分析を通して考察したのち、バッハにおけるコーラ

ル旋律と作品の構成の結びつきやヴェーベルンにおける音列と作品の構成や書法の結びつきについて

彼らの曲の分析を通して探究し、そうした結びつきを評価するブーレーズの姿勢を読み解いた。また、

ダルムシュタット国際現代音楽夏期講習会における講義で述べられた音列操作の方法論について実際

の作品とともに探求し第３章への準備とした。 

第３章では《フルートとピアノのためのソナチネ》を取り上げ、楽曲の構成やリズム語法におけるレ

イボヴィッツやメシアンからの影響を明らかにした。また、第２章で示した音列操作の方法論を用いつ

つ音列分析を行うことで、一貫して音列素材の特徴に由来した書法が取られているということを明らか

にしたほか、1949 年版における改訂の多くが音列素材の特徴を最大限に引き立てるために行われたも

のであることを示し、第２章で読み解いたブーレーズの音楽論との関連を指摘した。  
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ブルガリア民俗音楽における「伝統」の継承と発展 

──楽器と教育のトラキア化とソヴィエト化に着目して── 

玉置彩乃（東京藝術大学大学院） 

 

【要旨】 

本発表は、修士論文「ブルガリア民俗音楽における「伝統」の継承と発展―楽器と教育のトラキア

化とソヴィエト化に着目して―」より一部抜粋したものである。本発表の目的は、1950年代以降社会

主義リアリズムの影響を受けて変化したブルガリア民俗音楽文化の実態を、同国の民俗楽器ガドゥル

カの構造および製作方法の発展過程の分析によって明らかにすることにある。  

ブルガリアでは社会主義時代に、社会主義リアリズムの概念を体現する芸術として、民俗音楽の新

様式である「オブラボトキ обработки」が登場した。オブラボトキの特徴として、西洋和声によって

和声付けされた旋律や、ピアノまたは民俗合奏による伴奏、そして音楽の構成要素や演奏方法におけ

る地域的特徴の曖昧さなどが挙げられる。このオブラボトキの発展に伴い、民俗楽器の標準型の成立

と定着、また民俗音楽専門教育機関における教育の体系化が起こった。さらに、これまでレヴィー

（1985）、ライス（1994）、ブキャナン（2006）などによって、オブラボトキの作曲やその演奏にお

ける「トラキア化」と「ソヴィエト化」の二種類の傾向が指摘されてきた。  

「トラキア化」とは、ブルガリア全土において、ブルガリアの文化的地域の一つであるトラキア地

方に固有の民謡やその音楽的特徴が同国の民俗音楽文化における「標準的」なものとして捉えられ、

それらが演奏や教育において中心的レパートリーに据えられた現象を指す。「ソヴィエト化」とは、

旧ソ連の構成国や衛星国における民俗音楽文化が、ソ連の実施した文化政策を真似るかたちで発展し

た現象を指し、その特徴としてはモノフォニー形式である民謡の原曲への和声付け、あるいは民俗ア

ンサンブルや民俗オーケストラの編成に合わせた民謡の編曲などが指摘されてきた（Sonevytsky 

2022）。従来のブルガリアの民俗音楽研究においても両概念にかんする言及は複数見受けられるもの

の、多くは音楽様式についての指摘にとどまっており、民俗楽器の「トラキア化」と「ソヴィエト

化」について検証した先行研究はほとんどない。  

そこで本発表では、現代ブルガリアでの民俗音楽実践における「トラキア化」と「ソヴィエト化」

の影響を、モノとしての楽器の発展過程とそれを支えた音楽家たちに着目することで再検討する。加

えて、ポスト社会主義時代の現在までに、ブルガリアの楽器職人や演奏家たちの間で「伝統」の概念

やそれに対する考え方がどのように変化してきたのかについても、2022、2023 年に実施したフィール

ドワークから得られた経験的なデータを基に示す。 
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モーツァルトのピアノ協奏曲におけるピアノ・リダクションの考察 

菊間倫也（東京藝術大学大学院） 

 

【要旨】 

本論文の目的は、モーツァルトのピアノ協奏曲のピアノ・リダクション譜を中心に、オーケストラ

の音色、声部の再現性や演奏の難易度を検証するとともに、スコア・リーディングの専門教育を受け

ていない学生でも原曲の特徴を理解し、再現のしやすい楽譜を追求することである。 

協奏曲の楽譜では一般に、ソリストが練習で使う際や、オーケストラ伴奏をピアノ 1 台で演奏する

際にオーケストラ・パートがピアノ 1 台に編曲された「ピアノ・リダクション」が使われている。一

つの作品でも複数の出版社から楽譜が出版されることは一般的であり、編曲者も出版社ごとに異な

る。それらを比較すると、オーケストラ伴奏のパートには編曲の方法に違いが見られ、編曲者の方針

によってリダクションの結果は多様であった。  

もちろん、オーケストラのために作曲された全ての声部をピアノ 1 台で網羅することは不可能であ

り、どの部分を抽出して演奏するべきか、編曲の際に配慮する必要がある。このとき、音が極端に減

らされたリダクションは演奏が容易である一方、オーケストラの響きの再現度は低いと言える。その

逆も同様であり、演奏の難易度と原曲の再現性のバランスをよく保つことは難しいと考えられる。 

筆者はベーレンライター社から出版されているモーツァルト作曲のピアノ協奏曲に着目した。この

楽譜はヘンレ社やペータース社と並んで日本でも広く用いられている。モーツァルトの作品に関して

は『新モーツァルト全集 NMA (Neue Mozart-Ausgabe) 』を刊行しており、 先に挙げた出版 社の中

で唯一全てのピアノ協奏曲を出版している。ただ、この版のピアノ・リダクションに着目すると、と

りわけ音楽の再現性や演奏の難易度、楽譜の視認性といった点では難点があるように感じられた。 

本論文は 3 章で構成される。 

第 1 章ではリダクションや総譜奏法で注視すべき点を先行研究から考察する。第 2 章ではベーレン

ライター社から出版されたモーツァルトのピアノ協奏曲を中心に、原曲のスコアや他の出版社のリダ

クションと比較して考察する。特に第 1 節では原曲をリダクションの楽譜に編曲する上での再現性や

演奏の効率、第 2 節ではその楽譜を読み取って演奏をする上での再現性について検討する。また、第 3

章では実際に新たなリダクションを作成し、従来のベーレンライター版と比較する。 

これらの検証を通じて、演奏の難しい旋律を影譜で示すことや、本来演奏される楽器名を明確に示

すなどの方法により、再現性と演奏の容易さのバランスを改善することが期待できると考えられた。

しかし、楽譜の視認性を高める点や編曲者の恣意性においては課題が残り、演奏者のレベルも様々で

あることから、汎用性のあるリダクションを作成するためにはさらなる改善が必要 であるという結論

に至った。 
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ハンス・ロット《弦楽四重奏曲 ハ短調》（1876–1877） 

——史料と作曲技法が示唆する「4 楽章」構想 

山崎圭資（青山学院大学大学院） 

 

【要旨】 

本発表は、ハンス・ロット Hans Rott（1858–1884）の弦楽四重奏曲ハ短調（1876–1877）について、

ロットが最終的に意図した楽章構成が、今日一般に認識されている「5 楽章版」ではなく「4 楽章版」で

あることを明らかにするものである。 

ロットが世に知られたのは、1989 年に交響曲ホ長調が世界初演され、同時代人グスタフ・マーラーの

「先駆者」として評価されるようになってからである。交響曲ホ長調に先んじて成立した弦楽四重奏曲

は、ロットの室内楽作品として大変重要な地位を占めるにもかかわらず、本格的な音楽分析は未だ少な

く （J. V. Schmidt 2010 及び T. Leibnitz 2014）、本作品において最大の問題となる複数の版・楽章構成の

存在についても、十分に考慮がなされなかった。 

本発表では、自筆史料及び作品の分析・検討を通じて、ロットが最終的に意図した楽章構成が、「4 楽

章版」であることを示す。弦楽四重奏曲の自筆史料としては、断片的なスケッチ群のほか、楽章全体が

記譜された総譜史料・パート譜史料が現存する。この総譜史料は、第 3, 4, 5 楽章からなる「5 楽章版」

（第 1, 2 楽章は散逸か）であり、パート譜史料は第 1, 2, 5 楽章からなる「3 楽章版」を示している。こ

のほか、1879 年ベートーヴェン作曲賞コンクールには、第４楽章〈メヌエット〉を除いた「4 楽章版」

が提出されたことが明らかとなっている。このように本作品に関しては、3 つの楽章構成（「3 楽章版」

「4 楽章版」「5 楽章版」）を示す史料が存在している。 

こうした交錯する楽章構成を解明するため、各史料を楽譜に書かれた演奏指示や「変更・修正」の観

点から分析し、史料間の関係を特定した。パート譜史料は、総譜史料の制作中、ある一時期に作成され

たもので、おそらく特定の演奏機会のため構想された。そのため、このとき完成に近い状態にあった第

1, 2, 5 楽章だけが収録された。 「5 楽章版」の総譜史料は、一時は作曲者が認めたものだが、第 4 楽章へ

の関与は極めて少なく、最後 4 小節間にはバツ印が付けられており、これも決定的な版とは考えられな

い。ベートーヴェン賞に提出された「4 楽章版」は、1880 年の国家奨学金審査にも提出されたと推測で

きる、現存しない浄書総譜に基づくもので、一定の説得力を持つ。 

これら史料群の分析に加え、 「4 楽章版」と「5 楽章版」の分岐点となる第 4 楽章〈メヌエット〉の有

無を判断するにあたり、本作品の音楽語法を分析し、 〈メヌエット〉が音楽的な「未熟さ」において際立

っていることを明らかにした。 

ロットが一時的に意図したという意味では、先行研究の指摘する革新的な「5 楽章版」の構成は興味

深い。しかし、史料面・音楽面の分析から明らかになった 〈メヌエット〉の「未熟さ」は、作曲家がこ

れを早い段階で放棄し、最終的に「4 楽章版」を選択したことを示している。 


